
①設立計画書の提出

補助を受けようとする事業を開始する前までに
所定の様式により、提出してください。

②特例子会社・特定組合等の認定

設立計画に基づき、公共職業安定所で
特例子会社等の認定手続きを行ってください。

③補助金交付申請書・実績報告書の提出

特例子会社等の認定日が属する年度内に
所定の様式により、提出してください。

④交付決定・補助金額の確定

申請書及び実績報告書を審査し、適正であると
認められたときに、交付決定及び額の確定をします。

⑤補助金支給

申請手続きの流れ


